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参考     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

旅館業許可取得旅館業許可取得旅館業許可取得旅館業許可取得までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ 

必要書類必要書類必要書類必要書類のののの準備及準備及準備及準備及びびびび各申請様式各申請様式各申請様式各申請様式にににに記入記入記入記入    

市役所農政課市役所農政課市役所農政課市役所農政課にににに相談相談相談相談 必要書類及び申請様式の書き方などについて説明を受けます。 

次の書類が無い場合は，関係機関に出向いて用意下さい。 

【【【【旭川地方法務局旭川地方法務局旭川地方法務局旭川地方法務局】】】】(宮前通東４１５５－３１) 

 ・土地・建物の登記事項証明書 １筆 1,000円 

 ・公図または地籍測量図どちらか 500円 

【【【【旭川市農旭川市農旭川市農旭川市農業委員会業委員会業委員会業委員会】】】】(４条通９丁目朝日生命ビル５階) 

 ・耕作証明書  発行手数料300円 

【【【【旭川市保健所旭川市保健所旭川市保健所旭川市保健所】】】】(７条通１０丁目) 

 ・水質検査結果証明書  検査手数料5,990円 

【【【【旭川市建築指導課旭川市建築指導課旭川市建築指導課旭川市建築指導課】】】】(６条通１０丁目市役所第３庁舎) 

 ・建築台帳記載証明書 発行手数料350円 

   ※建物の検査済証が無い場合に必要です。 

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】 

 ・農家民泊を行う建物の位置図・配置図・立面図・平面図 

 ・土地・建物に本人以外の権利がある場合，同意書・ 

印鑑証明書 

必必必必要書類要書類要書類要書類をををを用意用意用意用意しますしますしますします 

申請書等様式申請書等様式申請書等様式申請書等様式にににに記入記入記入記入しますしますしますします 

・農作業体験施設等整備計画認定申請書・計画書 

・開発許可申請書・理由書 

・農業体験民宿の役務提供書 

・旅館業営業許可申請書・構造概要書 

・特定施設設置届出書・現況図 (下水道以外の方) 

必要書類必要書類必要書類必要書類をををを用意用意用意用意しますしますしますします 

次の書類が無い場合は，関係機関に出向いて用意

下さい。 

【【【【旭川市農業委員会旭川市農業委員会旭川市農業委員会旭川市農業委員会】】】】 

（４条通９丁目朝日生命ビル５階） 

 ・耕作証明書  発行手数料300円 

【【【【旭川市保健所旭川市保健所旭川市保健所旭川市保健所】】】】(７条通１０丁目) 

 ・水質検査結果証明書 検査手数料5,990円 

【【【【旭川市建築指導課旭川市建築指導課旭川市建築指導課旭川市建築指導課】】】】 

    （（（（６条通１０丁目市役所第３庁舎） 

 ・建築台帳記載証明書 発行手数料350円 

   ※建物の検査済証が無い場合に必要です。 

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】 

 ・農家民泊を行う建物の位置図・配置図・ 

  立面図・平面図 

 ・土地・建物に本人以外の権利がある場合， 

  同意書・印鑑証明書 

（市役所・支所窓口350円） 

申請書等様式申請書等様式申請書等様式申請書等様式にににに記入記入記入記入しますしますしますします 

・農業体験民宿の役務提供書 

・旅館業営業許可申請書・構造概要書 

・特定施設設置届出書・現況図 

 (下水道以外の方) 

市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域のののの方方方方 都市計画区域外都市計画区域外都市計画区域外都市計画区域外のののの方方方方 
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営業を開始したら，次の書類を提出してください。 

・業務開始報告書提出 (農政課へ) 

 

    

    

    

    

    

    

    

 お問い合わせ        旭川市農政部農政課旭川市農政部農政課旭川市農政部農政課旭川市農政部農政課（0166）25－7417  

    
    
    
    
    
    
    
    
    

農政課農政課農政課農政課にににに持参持参持参持参しししし，，，，各関連部署各関連部署各関連部署各関連部署のののの確認確認確認確認をををを受受受受けたけたけたけた上上上上でででで申請申請申請申請 

①①①①特定施設設置届出特定施設設置届出特定施設設置届出特定施設設置届出 (環境対策課環境対策課環境対策課環境対策課) 

②②②②グリーングリーングリーングリーン・・・・ツーリズムツーリズムツーリズムツーリズム施設計画認定申請施設計画認定申請施設計画認定申請施設計画認定申請(農政課農政課農政課農政課) 

  →施設計画認定 

③③③③開発許可申請開発許可申請開発許可申請開発許可申請 (都市計画課都市計画課都市計画課都市計画課) 

  申請手数料：６，９００円（０．１ha未満） 

④④④④旅館業許可申請旅館業許可申請旅館業許可申請旅館業許可申請 (保健所衛生検査課保健所衛生検査課保健所衛生検査課保健所衛生検査課) 

  申請手数料：１９，１００円 

特定施設設置許可特定施設設置許可特定施設設置許可特定施設設置許可・・・・計画認定計画認定計画認定計画認定・・・・開発許可開発許可開発許可開発許可・・・・旅館業許可旅館業許可旅館業許可旅館業許可 

旅館業許可申請旅館業許可申請旅館業許可申請旅館業許可申請(衛生検査課衛生検査課衛生検査課衛生検査課) 

申請手数料：１９，１００円 

旅館業許可旅館業許可旅館業許可旅館業許可 
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参考 

    
農家民泊で食事を提供するには，食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要ですが、農

家民泊（農林漁業体験民宿業）として旅館業許可を受け，「食の提供農家民泊」に認定

されている場合にかぎり，構造要件に係る規制が緩和されます。なお，飲食店営業許可

を受けるには，食品衛生責任者の設置が必要です。 

食品衛生責任者の資格を持たない場合は，年に数回開催される講習会を受講し，資格を

取得する必要があります。・ 

【【【【必要必要必要必要なななな要件要件要件要件】】】】 

・・・・農家民泊農家民泊農家民泊農家民泊（（（（農林漁業体験民宿業農林漁業体験民宿業農林漁業体験民宿業農林漁業体験民宿業））））としてとしてとしてとして許可許可許可許可をををを受受受受けていることけていることけていることけていること 

・・・・上水道以外上水道以外上水道以外上水道以外をををを利用利用利用利用しているしているしているしている場合場合場合場合，，，，塩素滅菌器塩素滅菌器塩素滅菌器塩素滅菌器をををを設置設置設置設置していることしていることしていることしていること 

・・・・利用者利用者利用者利用者のののの安全確保安全確保安全確保安全確保にににに必要必要必要必要なななな保険保険保険保険にににに加入加入加入加入していることしていることしていることしていること 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

 

必要書類：旅館業許可指令書の写し，食の提供農家民泊認定申請書，保険加入を証明する書類 

農家民泊農家民泊農家民泊農家民泊によるによるによるによる飲食店営業許可取得飲食店営業許可取得飲食店営業許可取得飲食店営業許可取得までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ 

旅館業許可旅館業許可旅館業許可旅館業許可をををを受受受受けるけるけるける 

食食食食のののの提供農家民泊認定申請提供農家民泊認定申請提供農家民泊認定申請提供農家民泊認定申請・・・・認定認定認定認定 (農政課) 

食品衛生責任者養成講習会食品衛生責任者養成講習会食品衛生責任者養成講習会食品衛生責任者養成講習会のののの受講受講受講受講・・・・資格取資格取資格取資格取得得得得 

食品衛生責任者の資格が無い場合 

必要書類必要書類必要書類必要書類のののの準備準備準備準備・・・・各申請様式各申請様式各申請様式各申請様式にににに記入記入記入記入 

食品衛生責任者の資格がある場合 

＜＜＜＜申請様式申請様式申請様式申請様式＞＞＞＞ 

・営業許可申請書 

＜＜＜＜準備準備準備準備するするするする書類書類書類書類＞＞＞＞ 

・営業用建築物の平面図  ・設備器具の調書及びその配置図 

・食品衛生責任者の設置届 

・食品衛生責任者の資格を証明するもの又は責任者設置誓約書 

・井戸水など上水道以外の場合，１年以内の水質検査成績書 

飲食店営業許可飲食店営業許可飲食店営業許可飲食店営業許可 

飲食店営業許可申請飲食店営業許可申請飲食店営業許可申請飲食店営業許可申請（（（（保健所衛生検査課保健所衛生検査課保健所衛生検査課保健所衛生検査課））））        申請手数料申請手数料申請手数料申請手数料：：：：１７１７１７１７，，，，６００６００６００６００円円円円 

許可取得後許可取得後許可取得後許可取得後にににに必要必要必要必要なななな手続手続手続手続きききき・・・・研修研修研修研修 

・食品衛生責任者実務講習会受講(更新までの間１回，受講料3,300円) 

・許可の更新(５年に１度，更新手数料13,700円) 

・水質検査(井水利用の場合，毎年) 
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